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高齢者の総合

 相談窓口です

  第 58号

 令和5 年 8月

ケアラー・ヤングケアラーって何？

ケアラー：高齢や障害、病気などにより援助を必要とする家族や身近な人に対

して無償で介護や看護、日常生活のお世話をしている方。

ヤングケアラー：本来大人が担うとされている家事や、家族の世話等を日常的

に行っている１８歳未満の方。

※(参考)厚生労働省政策統括官付参事官付世帯統計室「国民生活基礎調査（R4年度）」

家族で介護するのは当

たり前だから…
・核家族化で地域との

関わりが減り、孤立

化していく。

・高齢者独居・高齢者

夫婦のみ世帯が年々

増加している。

・介護は家族がして当

たり前」という考え

が根付いているため、

自身がケアラーであ

ることに気づかない。

近所との関わり

が少ない…

令和５年４月１日 長崎県ケアラー支援条例が施行されました！(日本で４例目)

小島・茂木地域包括支援センターでは家族介護教室、認知症

カフェを実施していますので、お気軽にご相談ください。

地域住民や地域の多様な主体が参画し、世代や分野を超

えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きが

い、地域をともに創っていきましょう！

SOSが遅れ、

心身の健康を

脅かす恐れ

1．「介護保険の手続きと施設の説明」
講師：小島・茂木地域包括支援センター

管理者 成瀬 宗一郎

２．「        ・          ・
短期集中型通所     について」

講師：社会福祉法人朋永会 びわの園        

生活相談員 横山 修一 様 木原 由香里 様

第
1
回

1．「高齢者と睡眠の質について」
講師：東洋羽毛九州販売株式会社 安全管理推進部

エリアマネージャー 前田 雅悠 様

2．「高齢者介護と睡眠について」

講師：小島・茂木地域包括支援センター
社会福祉士 小森 彩代

第
2
回

介護をするうえで、知っておきたい知識や
介護の負担を少なくするコツを学びませんか？

是非、お気軽にご参加ください！

※定員がありますので、参加希望の方は、必ず電話でお申し込みください

日時：第1回 9月1日(金) 10:00～12:00
第2回 9月2日(土) 10:00～12:00
参加費：無料 定員：各回１５名程

場所：ララプレイス愛宕 6F会議室(エレベーター前)

申し込み・問い合わせ先
 小島・茂木地域包括支援センタ－  ８２０－８２３１

申し込み〆切： 令和５年８月３１日（木)

全世帯に占める

65歳以上の者のいる世帯の割合(％)



　

政府広報オンラインより

🌞熱中症対策はできていますか？？🌞

～熱中症は室内や夜間でも多く発生しています！～

～のどが渇いてなくてもこまめに水分補給をしましょう！～

💧1日あたり1.2Lを目安に           

💧入浴前後や起床後もまず水分補給を

💧1時間ごとにコップ1杯

💧大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

長崎県は年々平均気温が上昇傾向にあり、

熱中症発生数も増加しています。

近年、家庭で発生する高齢者の熱中症が増え

ており、高齢者では住宅での発生が半数を超

えています。

暑い夏に向けて熱中症対策をしましょう☀

レベル5を待たずに避難を！

警報に慣れてしまわないことが重要です。

レベル5は

災害が切迫してい

るか

既に災害が発生し

ている段階です。

今年も、全国各地で大雨や台風などによる洪水や土砂災害などが発生し多くの被

害がでています。私たちが暮らす地域でも日頃から災害の発生に備え、被害を少な

くしていく心がけが大切です。

日頃からハザードマップで

災害の危険性のある区域や避

難場所、避難経路、避難のタ

イミングの再確認など、避難

に備え、自らの避難行動を確

認しておくことが重要です。

避難とは、難を避けること全体を

指しており、学校や公民館といった

指定緊急避難場所への移動だけが避

難というわけではありません。

住んでいる地域やそのときの状況、

人によって方法は異なります。

「自らの命は自らが守る」意識を一

人一人が持ち、普段からどう行動す

るか決めておきましょう。 

暗くなると避

難も危険になり

ます。明るい時

間からの避難を

心がけておきま

しょう。

頑丈な建物も

選択肢に！

早めの避難を！

警戒レベル1 

警戒レベル2 

警戒レベル3 

警戒レベル5 

警戒レベル4 

”命の危険。直ちに安全確保！”

対象地域住民のうち危険な場所にいる人は全員避難！

危険な場所から高齢者等は避難！

ハザードマップなどで避難行動を確認！

災害への心構えを高める！

住民一人一人が「自らの命は自らが守る」意識を！

厚生労働省ホームページより


